
様式第１号（第８条関係） 
  令和○年○○月○○日 

豊 田 市 長 様 
申請者 郵便番号 

住  所 
〒444−2424 
豊田市足助町宮ノ後19-5 

 

フリガナ シンリン タロウ 
氏 名 森 林  太 郎 
生年月日 平成１７年４月１日 
電 話 （0565）62−0602 

 
豊田市危険木伐採事業補助金交付申請書 

 
  令和○年度において豊田市危険木伐採事業を実施したいので、豊田市補助金

等交付規則第４条の規定により下記のとおり申請します。 
 

記 
 

１ 補助金交付申請額 金    ３６１，０００円（千円未満切り捨て） 
算出式：補助対象事業費 482,350 円 ×3/4＝ 361,762 円） 

                     （円未満切り捨て） 

２ 事業内容  事業計画書のとおり 

３ 添付書類 
（１）事業計画書（別紙） 
（２）同意書（別紙） 
   ※森林所有者と居住者が同じ場合は不要 
（３）事業に要する費用の内訳がわかる見積書の写し 
（４）その他市長が特に必要と認める書類 

４ 同意（確認）事項 ※同意する場合は☑を記入 
☑ 豊田市税を滞納していません。 
☑ 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳の閲覧や市税の収納

状況を確認することに同意します。 
☑ 補助金申請に係る経費の収支を明らかにした領収書類、帳簿、通帳等は補助

金申請を行った年度の翌年度から５年間保存し、市からの求めがあった場合
に提出することに同意します。 

☑ 対象となる住宅は事業実施後、３年以上の居住が見込まれます。 
☑ 関係法令に基づく届出等（伐採届等）を行います。 

記入例 



（別紙） 
事業計画書 

１ 伐採する危険木 
（１）伐採する危険木のうち最も太いもの 

項目 説明 数値 

幹回り 地面から 1.2m、斜面にあっては山側で計測 182cm 

樹高 木の高さ 23ｍ 

距離 木と住宅との水平距離 10ｍ 

（２）上記以外で伐採する木 

本数 危険木及び伐採の支障となる木で幹回り 20cm 以
上の木の数 5 本 

（３）作業場所  

伐採地の地番 豊田市 足助町宮ノ後 26-2 

☑ 伐採地は、森林法第５条に規定する地域森林計画の対象林内にあります。 

住宅所在地 豊田市 足助町宮ノ後 19-5 

 



（別紙） 
２ 収支計画 
【収入】 

区分 金額 備考 

市補助金 361,000 円  

自己負担金 121,350 円  

   

合計 482,350 円  

 
【支出】 

区分 総額 うち補助対象 うち補助対象外 備考 

伐採費 372,725 円 372,725 円   

搬出･運搬費 138,000 円 − 138,000 円 対象外 

伐根費  −  対象外 

処分費 89,000 円 − 89,000 円 対象外 

諸経費 99,825 円 65,775 円 34,050 円  

消費税 69,955 円 43,850 円 26,105 円  

     

     

合計 769,505 円 482,350 円 287,155 円  

 
３ 事業予定期間 
  交付決定の日  〜  令和○年○○月○○日 
 



（別紙） 
４ 危険木と住宅の位置関係図（別紙でも可） 
 

 
５ 危険木の状況等がわかる写真（別紙でも可） 

危険木の状況（近景） 危険木と住宅の位置関係（遠景） 

  
 
 

危険木 
23m 

水平距離 
10m 

住宅 



（別紙） 
 

同意書 
 

危険木伐採事業について、下記のとおり同意します。 
 

記 
 

同意事項 
☑１ 危険木を伐採すること、及び作業に支障となる立木を伐採すること。 
☑２ 伐採事業のために敷地に立ち入り、作業を行うこと。 
☑３ 事業の実施にあたり問題が発生した場合は、当事者間で解決すること。 

 
１ 伐採箇所（事業を行う土地の地番）※すべて記載する 
 
 
  豊田市 足助町宮ノ後２６−２                    
 
２ 森林所有者  

※伐採箇所に複数の森林所有者がいる場合は全員記載 
   ※本人による署名又は押印 
 
 

住 所 豊田市西町３丁目６０                   
 
 
  氏 名 豊田 一郎                        
 
３ 倒木により被害を受けるおそれのある住宅の居住者 
   ※複数戸住宅がある場合は全居住者が記載 

※本人による署名又は押印 
 
 

住 所 豊田市足助町宮ノ後１９−５                
 
 
  氏 名 森林 太郎                        
 


